
平成23年1月5日

海　上　保　安　庁

中国漁船衝突事件映像情報流出事案の概要について

1．事案の概要

第五管区海上保安本部神戸海上保安部巡視艇乗組員（当時）が、平成22年11月4日、神

戸市内において、動画サイト「YouTube」に中国漁船衝突事件映像情報（以下r衝突事件映

像」という。）をアップロードし、故意にインターネット上に流出させたもの。

′へ　　　　この衝突事件映像を流出させた職員が、衝突事件映像を入手した経路は以下のとおりで

あった。
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（1）平成22年9月17日、事件捜査のため、第十一管区海上保安本部職員は、行政情報シ

ステムの海上保安大学校のパブリックフォルダを用いて、衝突事件映像を海上保安大

学校に伝送しようとしたが、この際、当該第十一管区海上保安本部職員と海上保安大学

校職員の間で、衝突事件映像の削除についてきちんと確認しなかったため、同年9月1

7日から9月22日までの間、衝突事件映像が海上保安大学校のパブリックフォルダに

掲載されたままとなり、不特定多数の海上保安庁職員が入手可能な状態となっていた。

（2）同年9月19日、衝突事件映像を流出させた職員の同僚職員が、たまたま別の用件で、

海上保安大学校のパブリックフォルダにアクセスしたところ、衝突事件映像を発見し、巡

視艇の行政情報端末機に保存した。

（3）同年10月31日、衝突事件映像を流出させた職員は、当該行政情報端末機から衝突

事件映像を私有USBメモリに保存し、部外に持ち出したもの。

2．懲戒処分等の内容

平成22年12月22日、衝突事件映像を流出させた職員については「停職12月」（同日付、

辞職）、海上保安庁長官については「減給（1／10）1月」とするほか、衝突事件映像の不適

正な取扱いを行った者及び管理監督者について「戒告」4名、「訓告」12名、「厳重注意（文

書）」6名の合計24名に対する懲戒処分等を実施した。
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国際テロ対策に係るデータのインターネット上への

掲出事案に関する中間的見解等について（要旨）

■一　　一

／′｛

はじめに

・012月98、本事案につき国家公安委員会から指示。

0　警察に対する国民の信頼を確保する上で重要と判断し、由りまとめ。

1　これまでの調査の概要

010月29日午後9時頃、通報により認知。警察庁・警視庁で調査開始。

O APEC首脳会話に向けた警察活動に支障が隼じ、業務が妨害されたこと

などから、警視庁は、データ掲出の発信元等について捜査中。

t　契約者情報、接続ログを印刷した書面等を差し押さえ

・「ウイニー」、一般り土ブサイト等、複数の方法によりインターネッ

ト上に掲出されており、関係するIPアドレス等は多数

・国外サ「／くに係るIPアドレスの解明のため関係国等に協力要請

0　また、警察庁国際テロリズム対策課・警視庁外事第三課において、警察が

保有する情報の外部への持ち出しの可能性について捜査・調査中

・．外事第三課では、▲外部記録媒体の使用履歴の証跡管理その他の管理が

不十分と思われるコンピュータが一部存在することが判明

・現在、関係職員等に対する聞き取り、保存されている膨大なデータの

検証等の捜査・調査を実施中

2　二本件データの評価

0　警察が保有するデータの中には，、本件データとファイル形式等が同一のも

のは存在しない・。

0　他方、本件データに含まれる情報の内容、様式及び体裁の分析、関係職員

からの聞き取り等を行ったところ、本件データには、警察職員が取り扱った

蓋然性が高い情報が含まれていると認められた。

0　本件データには、次のような情報とみられるものが含まれており、警察が

作成・し、又は保管しているものであるか否カ＼を個別に明らかにすることは差

し控えたい。

・個人又は団体に関する情報

・関係国との個別のテロ対策に係る協力関係に関する情報

・警察による情報収集活動等に関する情報：
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3．国家公安委員会から指示された事項に関する警察の取組状況及び今後の方針

（1）捜査及び調査の徹底

○　警察では、引き続き、あらゆる可能性を視野に入れて必要な捜査及び調

香を推進。東京地検が告訴を受理しているところ、検察当局とも連携。

（2）個人情報が掲出された者に対する保護その他の措置

0　警察では、個人情報が掲出された方に個別に面会するなどして、必要な

措置を確認するための由組みを推進中。

・警察庁では、全国外事担当課長会議で指示

・．警視庁では、副総監通達を発出し、関係者からの相談、苦情等の申出

に対し迅速かつ適切な措置を講ずることなどを指示

0　警視庁では、本事案発生直後から、プロバイダ等に対して、本件データ

のウェブページからの削除につき協力を要請。．引き続き取組みを強化。

（3）情報保全の徹底・強化

0　情報保全に関するプロジェクト・チームの設置l緊急実地調査の実施、

今後の在り方の検討、監査の強化等の取組みを推進中。

おわりに

0　警察としては、警察職員が取り扱った蓋然性が高い情報が含まれているデ

1－タがインターネット上に掲出されたことにより、不安や迷惑を感じる方々

が現にいるという事態に立ち至ったことは極めて遺憾。

○　警察では、組織の鹿力を挙げて取り組み、事実を究明していくこととして

いる。

■※　留意事項

現在、捜査・調査中であり、法令上公にできない事項及び今後の捜査又は

調査に支障を及ぼすおそれのある事項は記載していない。



（参考資料）

関係法令

′‾‾
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○国家公務員法（昭和22年法律第120号）（抄）

（秘密を守る義務）

第百条　職貞は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

といえども同様とする。

②～（9　（略）

第百九条　次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

に処する。

一～十一　（略）

十二　第百条第一項若しくは第二項又は第百六条の十二第一項の規定に違反して秘密を

漏らした者

十三～十八　（略）

第百十叫条　第百九条第二号より第四号まで及び第十二号又は前条第一項第一号、第三号

から第七号まで、第九号から第十五号まで、第十八号及び第二十号に掲げる行為を企て、

命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はそのはう助をした都ま、それぞれ各本条の
刑に処する。

－1－
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○自衛隊法（昭和29年法律第165号）（抄）

（防衛秘密）

第九十六条の二・防衛大臣は、自衛隊についての別表第四に掲げる事項であって、公にな

っていないもののうち、我が国の防衛上特に秘匿することが必要であるもの（日米相互

防衛援助協定等に伴う秘密保護法（昭和二十九年法律第百六十六号）第一条第三項に規

定する特別防衛秘密に該当するものを除く。）を防衛秘密として指定するものとする。

2　前項の規定による措定は、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければなら

ない。

一　政令で定めるところにより、前項に規定する事項を記録する文書、図画若しくは物

件又は当琴事項を化体する物件に標記を付すこと。

二　前項に規定する事項の性質上前号の規定によることが困難である場合において、政

令で定めるところたより、当該事項が同項の規定の適用を受けることとなる旨を当該

事項を取り扱う者に通知すること。

3　防衛大臣は、自衛隊の任務遂行上特段の必要がある場合に限り、甲の行政機関の職員

のうち防衛に関連する職務に従事する者又は防衛省との契約に基づき防衛秘密に係る物

件の製造若しくは役務の提供を業とする者に、政令で定めるところにより、防衛秘密の

取扱いの業務を行わせることができる。

4　防衛大臣事、第一項及び第二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、第

一項に規定する事項の保護上必要な措置を講ずるものとする。

第百二十二条　防衛秘密を取り扱うことを業務とする者がその業務によ・り知得した防衛秘

密を漏らしたときは、五年以下の懲役に処する。防衛秘密を取り扱うことを業務としな

くなった後においても、同様とする。

2　前項の未遂罪は、罰する。

3　過失により、第一項の罪を犯した者は、†年以下の禁錮又は三万円以下の罰金に処す

る。

4　第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役

に処する。

5　第二項の罪を犯した者又は前項の罪を犯した者のうち第一項に規定する行為の遂行を

共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

6　第一項から第四項までの罪は、刑法第三条の例に従う。

別表第四　（第九十六条の二関係）

一　自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究

二　防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

三　前号に掲げる情報の収集整理又はその能力

四　防衛力の整備に関する見構り若しくは計画又は研究

五　武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物（船舶を含む。第八号及び第九号

において同じ。）の種類又は数量

六　防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

－2－



七　防衛の用に供する暗号

八　武器、弾薬、航空機その他の防腐の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階の

ものの仕様、性能又は使用方法

九　武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階の

ものの製作、検査、修理又は試験の方法

十　防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途（第六号に掲げるものを除く。）

／‾■■・
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○自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）（抄）

（標記の方法）

第百十三条の二　法第九十六条の二第二項第一号の規定による標記は、別表第十一に掲げ

る様式に従い・同条第一項に規定する事項を記録する文書、図画若しくは物件又は当該

事項を化体する物件の見やすい箇所に、印刷、押印又は刻印その他これらに準ずる確実

な方法により付さなければならない。この場合において、当該文書、図画又は物件のう

ち同項に規定する事項を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるとき

は、当該標記は、当該部分に付さなければならない。

（通知の方法）

第百十三条の三　法第九十六条の二第二項第二号の規定による通知は、同条許一項に規定

する事項を特定して記載した書面により行わなければならない。

‘（他の行政機関における防衛秘密の取扱いの業務）

第百十三条の四　防衛大臣は、防衛省以外の国の行政機関の職員のうち防衛に関連する職

務に従事する者に防衛秘密の取扱いの業務を行わせるときは、次に掲げる事項について、

あらかじめ、当該行政機関の長と協議するものとする。

一　防衛秘密の取扱いの業務を管理する著の指名に関すること。

二　防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員の範囲の指定に関すること。

三　防衛秘密に係る文書、図画又は物件の作成、運搬こ交付、保管、廃棄その他の取扱

いの手続に関すること。

四　慣衛秘密の伝達（文書、図画又は物件の交付以外の方法によるものに限る。以下こ

の節において同じ。）の手続に関すること。

五　防衛秘密の取扱いの業務の状況の検査の実施に関すること。

六　当該行政機関以外の者への防衛秘密の提供の制限に関すること。

七　防衛秘密の漏えいその他の事故が生じた場合の措置に関すること。

八　前各号に掲げるもののほか、防衛秘密の保苦上必要な措置に関すること。

（契約業者におけろ防衛秘密の取扱いの業務）

第百十三条の五　防衛省との契約に基づき防衛秘密に係る物件の製造又は役務の提供を業

とする者（次項及び第百十三条の十→において「契約業者」という。）は、次に掲げる

基準に適合していなければならない。

一　防衛秘密の保護上必要な措置に閑し役員及び職員が遵守すべき規則を定めているこ

ー3－
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二　防衛秘密の取扱いの業務を管理する者を選任していること。

三　防衛秘密の取扱いの業務に従事する役員及び職員に防衛秘密の保護上必要な措置に

関する教育を行っていること。

四　防衛秘密に係る文書、図画又は物件を保管するための施設設備その他防衛秘密の保

護上必要な施設設備を設置してrいること。

2　契約業者との契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

－　防衛秘密の取扱いの業務に従事する役員及び職員の範囲の指定に関すること。

二　防衛秘密に係る文書、図画又は物件の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱

いの手続に関すること。

三　防衛秘密の伝達の手続に関すること。

四　防衛髄密の取扱いの業務の状況の検査の実施に関すること。

五　当該契約業者以外の者への防衛秘密の提供の制限に関すること。

六　防衛秘密の漏えいその他の事故が生じた場合の措置に関すること。

七　前各号に掲げるもののほか、防衛秘密の保護上必要な措置に関すること。

（防衛秘密管理者）

第百十三条の六　防衛大臣は、防衛省の職員のうちから、防衛秘密の取扱いの業務を管理

する者（以下この節において「防衛秘密管理者」という。）を指名するものとする。

（防衛秘密の指定に伴う措置）

第百十三条の七　防衛大臣は、法第九十六条の二第一項に規定する事項を防衛秘密として

指定したときは、指定に関する記録を作成するとともに、防衛秘密として指定した事項

を当該事項に係る防衛秘密管理者に通報するものとする。

（防衛秘密の表示）

第百十三条の八　防衛秘密管理者は、法第九十六条の二第一項に規定する事項が防衛秘密

として指定された場合において、第百十三条の二の規定により標記が付されたもの以外

に当該防衛秘密として指定された事項を記録する文書、図画若しくは物件又は当該事項

を化体する物件があるときは、当該文書、図画又は物件に、同条の規定の例により、防

衛秘密の表示をする措置を講じなければならない。ただし、当該物件の性質上表示をす

ることが困難である場合は、この限りでない。

（防衛秘密の周知）

第百十三条の九　防衛秘密管理者は、法第九十六条の二第一項に規定する事項が防衛秘密

として指定されたときは、．当該事項の取扱いの業務に従事する防衛省の職員にその旨を

周知させなければならない。

（職員の範囲の指定）

第百十三条の十　防衛秘密の取扱いの業務に従事する防衛省の職員の範囲は、防衛秘密管

理者が定める。

（他の行政機関等における防衛秘密の取扱いの業務に伴う措置）

第百十三条の十一　防衛大臣は、防衛省以外の国の行政機関の職員のうち防衛に関連する
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職務に従事する者又は契約業者に防衛秘密の取扱いの業務を行わせるときは、防衛秘密

管理者に防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件を交付させ、又は防衛秘密を伝達させ

るものとする。

2　前項の交付又は伝達は、防衛秘密として指定された事項を特定して行うものとする。

（防衛秘密が要件を欠くに至った場合の措置）

第百十三条■の十二　防衛大臣は、防衛秘密として指定した事項が法第九十六条の二第一項

に規定する要件を欠くに至ったときは、速やかに、当該事項に係る防衛秘密管理者に当

該事項が防衛秘密でなくなった旨を通報するものとする。

2　前項の通報を受けた防衛秘密管理者は、直ちに、当該通報に係る事項を記録する文書、

図画若しくは物件又は当該事項を化体する物件に付された第百十三条の二の規定による

標記及び第百十三条め八の規定による表示を抹消する措置を講ずるとともに、当該事項

の取扱いの業務に従事する防衛省の職員及び前条第一項の規定により当該事項に係る文

書、図画若しくは物件を交付し、又は当該事項を伝達した相手方に当該事項が防衛秘密

でなくなった旨を周知させなければならない。

（防衛秘密の取扱いの管理のための措置）

第百十三条の十三　防衛秘密管理者は、第百十三条の八から前条までに規定するもののほ

か・防衛大臣の定めるところにより、防衛秘密に係る文書、図画又は物件の作成、運搬、

交付、保管、廃棄その他の取扱い及び防衛鹿密の伝達を適切に管理するための措置を講

じなければならない。

（委任規定）

第百十三条の十四　この節に規定するもののほか、防衛秘密の保護上必要な措置に関する

細目は、防衛大臣が定める。
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○日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法（昭和29年法律第166号）（抄）

（定義）

第一粂　この法律において「日米相互防衛援助協定等」とは、日本国とアメリカ合衆国と

の間の相互防衛援助協定、日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定及び日本国に

対する合衆国艦艇の貸与に関する協定をいう。

2　この法律において「装備品等」とは、船舶、航空機、武器、弾薬その他の装備品及び

資材をいう。

3　この法律において「特別防衛秘密」とは、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文

書、図画又は物件で、公になっていないものをいう。

一　日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等につ

いて左に掲げる事項

・イ　構造又は性能

口　製作、保管又は修理に関する技術

ハ　使用の方法

二　品目及び数量

二　日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された情報で、装備

品等に関する前号イからハまでに掲げる事項に関するもの

（特別防衛秘密保護上の措置）

第二条　特別防衛秘密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、特

別防衛秘密について、標記を附し、関係者に通知する等特別防衛秘密の保護上必要な措

置を講ずるものとする。

（罰則）

第三粂　左の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。

一　わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもって、又は不当な方法で、特別防衛

秘密を探知し、又は収集した者

二　わが国の安全を害する目的をもって、特別防衛秘密を他人に漏らした者

三　特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有

・した特別防衛秘密を他人に漏らしたもの

2　前項第二号又は第三号に該当する者を除き、特別防衛秘密を他人に漏らした者は二五

年以下の懲役に処する。

3　前二項の未遂罪は、罰する。

第四条　特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領

有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らしたものは、二年以下の禁こ又は五万円以

下の罰金に処する。

2　前項に掲げる者を除き、業務により知得し、又は簡有した特別防衛秘密を過失により

他人に漏らした者は、一年以下の禁こ又は三万円以下の罰金に処する。

第五条　第三条第一項の罪の陰謀をした者は、五年以下の懲役に処する。

2　第三条第二項の罪の陰謀をした者は、三年以下の懲役に処する。
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3　第三条第「項の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、第一項と同様とし、同

条第二項の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、前項と同様とする。

4　前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法（明治

四十年法律第四十五号）総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。

（自首減免）

第六条　第三条第一項第一号若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の罪を犯した

者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

（この法律の解釈適用）

第七条　この法律の適用にあたっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不

当に侵害するようなことがあってはならない。

′‾‾、

○日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令（昭和29年政令第149号）（抄）

（秘密区分）

第一粂　日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第一粂第三項に規定する特別防衛秘密

は、その秘密の保護の必要度に応じて、機密、極秘又は秘のいずれかに区分しなければ

ならない。

2　前項の「機密」とは、秘密の保護が最高度に必要であって、その漏えいが我が国の安

全に対し、特に重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。

3　第一項の「極秘」とは、秘密の保護が高度に必要であって、その漏えいが我が国の安

全に対し、重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。

4　第‾項の「秘」とは、秘密の保護が必要であって、機密及び極秘に該当し寧いものを
いう。

（秘密区分の指定、変更及び解除）

第二粂　国の行政機関（内閣府並びに内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十

九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二

十号）第三条第二項に規定する機関をいう。以下同じ。）の長（以下「各省庁の長」と

いう。）で、アメリカ合衆国政府から特別防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しく

は物件の供与を受けたものは、その特別防衛秘密をこつき、前条に規定する秘密区分の指

定を行わなければならない。

2　前項の国の行政機関の長は、同項の規定により指定した秘密区分を変更することがで

きる。

3　第一項の国の行政機関の長は、特別防衛秘密として秘匿する必要がなくなったとき、

又は公になったものがあるときは、その部分に限り、速やかに、秘密区分の指定を解除

しなければならない。

4　第一項の国の行政機関の長は、特別防衛髄密について、前三項の規定により秘密区分

を指定し・変更し・又は解除したとき－、ま、必要に応じ、その旨を関係行政機関に通知し

なければならない。

（標畠）

ー7－



ノ■－L

第三条　各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件につき、

これらが特別防衛秘密に属し、かつ、機密、極秘又は秘のいずれかに区分されている旨

の標記をしなければならない。

2各省庁の長は、前条第二項若しくは第三項の規定により秘密区分を変更し、若しくは

解除し・又は同条第四項の規定による秘密区分の変更若しくは解除の通知を受けたとき

は、速やかに、前項の標記を変更し、又は抹消しなければなら射、。

3　第一項の標記の様式は、別記様式のとおりとする。

（通知）

第四条　各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密に属する事項又は特別防衛秘密に属す

る文書、図画若しくは物件であって、前条の規定による標記ができないもの若しくは標

記をすることが適当でないものについては、関係者に対し、文書又は口頭により、これ

が特別防衛秘密に属し、かつ、機密、極秘又は秘のいずれかに区分されている旨の通知

をしなければならない。

2　各省庁の長は、第二条第二項若しくは第三項の規定により秘密区分を変更し、若しく

は解除し、又は同条第四項の規定による秘密区分の変更若しくは解除の通知を受けたと

きは、必要に応じ、速やかに、その旨を関係者に対し、文書により、通知しなければな

らない。

（掲示）

第五条　各省庁の長は、その管理する施設内にある特別防衛秘密に属する物件について、

必要があるときは、その物件に近接してはならない旨の掲示を行うものとする。

（委託中における特別防衛秘密保護上の措置）

第六条　各省庁の長は・その取り扱う特別防衛秘密を製作、修理、実験、調査研究、複製

等のため政府機関以外の者に委託する場合は、委託中における秘密の漏えいの危険を防

止するため・契約条項に秘密保持に関する規定を設ける等必要な措置を講じなければな

らない。

（特別防衛秘密保護上の措置の実施細目）

第七条　第二条から前条までに規定するもののほか、各省庁の長は、その取り扱う特別防

衛秘密に属する事項又は特別防衛秘密に属する文書、図面若しくは物件の複製、送達、

伝達、接受・保管、破棄等その取扱いに開し・特別防衛秘密の保護上必要な措置を講じ

なければならない。

2　前項に親定する特別防衛秘密の保護上必要な措置の実施細目については、各省庁の長

が定める。
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○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区

域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法（昭和27
年法律第138号）（抄）

（定義）

第一粂　この法律において「協定」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び

安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関
する協定をいう。

2　この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及

び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。

3　この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条

に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。

（合衆国軍隊の機密を侵す罪）

第六条　合衆国軍隊の機密（合衆国軍隊についての別表に掲げる事項及びこれらの事項に

係る文書、図画若しくは物件で、公になっていないものをいう。以下同じ。）を、合衆

国軍隊の安全を害すべき用途に供する目的をもって、又は不当な方法で、探知し、又は

収集した者は、十年以下の懲役に処する。

2　合衆国軍隊の機密で、通常不当な方法によらな■ければ探知し、又は収集することがで

きないようなものを他人に漏らした者も、前項と同様とする。

3　前二項の未遂罪は、罰する。

第七条　前条第一項又は第二項の罪の陰謀をした者は、五年以下の懲役に処する。

2　前条第一項又は第二項の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者も、前項と同様と

する。

3　前項の親定は、教唆された者が、教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法総則

に定める教唆の規定の適用を排除するものでは寧い。

第八条　第六条第一項の罪、同項に係る同条第三項の罪又は同条第一項に係る前条第一項

の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

別表

一　防衛に関する事項

イ　防衛の方針若しくは計画の内容又はその実施の状況

口　部隊の隷属系統、部隊数、部隊の兵員数又は部隊の装備

ハ　部隊の任務、配備又は行動

二　部隊の使用する軍事施設の位置、構成、設備、■性能又は強度

ホ　部隊の使用する艦船、航空機、兵器、弾薬その他の軍需品の種類又は数量

二　編制又は装備に関する事項

イ　編制若しくは装備に関する計画の内容又はその実施の状況

口　編制又は装備の現況

ハ　艦船、航空機、兵器、弾薬その他の軍需品の構造又は性能

三　運輸又は通信に関する事項

－9＿



イ　軍事輸送の計画の内容又はその実施の状況

口　軍用通信の内容

ハ　軍用暗号
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○不正競争防止法（平成5年法律第47号）・（抄）

（定義）

第二粂　この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

－～六　（略）

七　営業秘密を保有する事業者（以下「保有者」という。）からその営業秘密を示され

た場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、

その営業秘密を使用し、又は開示する行為

八～十五　（略）

2～5　（略）

6　この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法

その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であってい公然と知られていないも

のをいう。

7～10（略）

（罰則）

第二十一条　次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万月以下の

罰金に処し、又はこれを併科する。

‾　不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為（人

を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下この条において同じ。）

又は管理侵害行為（財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為（不正アクセス行

為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第三条に規定する不正アク

乍ス行為をいう。）その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において

同じ。）により、営業秘密を取得した者

二　詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、

又はその保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示した者

三　営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得卑目的で、又はその保

有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任顔に背き、次のいずれかに

掲げる方法でその営業秘密を領得した者　　　　　′

イ　営業秘密記録媒体等（営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録

媒体をいう0以下この号において同じ。）又は営業秘密が化’休された物件を横領す
ること。

ロ　営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化休された物

件について、その複製を作成すること。

ハ　営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、

当該記載‘又は記録を消去したように仮装すること。

四　営業秘密を保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背い

て前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的

で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、

使用し、又は開示した者
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五　営業秘密を保有者から示されたその役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する

社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。）又は

従業者であって、■不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、

その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者（前

号に掲げる者を除く。）

六　営業秘密を保有者から示されたその痩員耳は従業者であった者であって、不正の利

益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その在職中に、その営業秘

密の管理に係る任準に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の

使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、

又は開示した者（第四号に掲げる者を除く。）

七　不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、第二号又は前三

号の罪に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示

した者

2・3　（略）

4　第一項第二号又は第四号から第七号までの罪は、詐欺等行為若しくは管理侵害行為が

あっrた時又は保有者から示された時に日本国L内において管理されていた営業秘密につい

て、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも嘩用する。

5～7　（略）

第二十二条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に閑し、前条第一項第一号、第二号若しくは第七号又は廃二項に掲げ

る規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の

罰金刑を、その人に対して本条の罰金刑を科する。

2　前項の場合において、当該行為者に対してした前条第州境第一号、第二号及び第七号

並びに第二項第五号の罪に係る同条第三項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を

生じ、そめ法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるも。のと
する。

3　第一項の規定により前条第一項第一号、第二号若しくは第七号又は第二項の違反行為

につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪につ

いての時効の期間による。
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